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はじめに 

1.1 本報告書の執筆にあたって 

    世界的な規模でサプライチェーンが急速に展開される中で、海上輸送においても輸送費用の低

減と輸送時間の短縮が強く求められている。 

近年、世界的にコンテナトレーラーのターミナルへの入出構において、深刻な混雑が発生する

など、港湾周辺で起こる混雑が大きな関心事となっている。港湾周辺で起こる混雑は港湾の生産

性の低下につながり、ひいては港湾全体の競争力をも削ぐことになりえる。言い換えると、その

部分の対策を十分に施した港湾運営をすることにより競争力の強化につながる。 

今回、「世界の工場」と言われる ASEAN の中でも成長著しいタイの港湾について調査する機会を

得たので、世界的な関心事項「渋滞対策」にフォーカスして、日本とタイの国際比較を踏まえて

考察を行う。 

 

1.2 執筆分担 

本報告書の執筆にあたって、次のとおり執筆分担を行った。 

第１章 はじめに                ：阪神国際港湾株式会社 枝川 祥平 

第２章 タイの港湾の概要            ：阪神国際港湾株式会社 枝川 祥平 

第３章 渋滞の主な要因と解決策         ：阪神国際港湾株式会社 枝川 祥平 

第４章 日本の港湾における渋滞対策の比較    ：神戸市港湾局 柏 陽介 

第５章 タイの港湾における渋滞対策の比較    ：神戸市港湾局 柏 陽介 

第６章 考察                  ：阪神国際港湾株式会社 枝川 祥平 
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タイの港湾の概要 

2.1 タイランド 4.0政策 

タイ政府は、2016年に、20年後の 36年を見据えた長期戦略として、新国家戦略「タイランド 4.0

政策」を掲げた。従来重点を置いてきた工業製品輸出から、デジタル化やイノベーション推進に産

業の中心を転換しようとする戦略である。つまりは、『今後 20年をかけて、工場（モノをつくる）

としての役割から、持続的な付加価値を創造できる経済社会への転換を図ること』を目指し、技術

を“買うから作り出す”というイノベーションを起こせる産業構造への転換を意味している。 

タイ政府は、「イノベーション」・「生産性」・「サービス貿易」をキーワードとして、12分野を重点

産業に設定し、政策を推進している。 

 

図 2-1 タイランド 4.0政策イメージ図 

 

表 2-1 タイランド 4.0政策 ターゲット産業 
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2.2 東部経済回廊（EEC）でのインフラ開発 

タイランド 4.0政策の中心エリアとして位置づけられているのが、東部経済回廊（Eastern 

Economic Corridor：EEC ）である。東部経済回廊は、バンコク東部から東南部に位置するチョンブ

リ県、ラヨン県、チャチュンサオ県で構成され、特定投資優遇地域として、国外からの投資を惹き

つけ、イノベーション産業の基盤づくりを目指している。あわせて 12のターゲット産業のサプライ

チェーンが今後更なるビジネスチャンスをもたらすことが期待されている。 

タイ政府自ら、この東部経済回廊にて、大規模なインフラ整備を進めており、物流の要であるレ

ムチャバン港での拡張整備もその一つである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 東部経済回廊位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 EECでの主なインフラ開発 
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2.3 タイ港湾公社（PAT） 

1951年、港湾公社法に基づいて運輸省の管轄下にて設立。タイ国内で 5つの港湾（国際港湾であ

るバンコク港、レムチャバン港。内陸河川港であるチェンセン港、チェンコン港、ラノン港。）を管

理している。うちレムチャバン港を除いて、港湾公社がターミナル運営を行っている。首都圏にあ

るバンコク港と外洋に面するレムチャバン港は国際貿易港としての機能を有し、この 2港の取扱う

貨物量は、タイ全土の 9割を占める（トンベース）など、国の重要な物流インフラとなっている。 

 

図 2-4 タイ主要港湾位置図 

 

 

表 2-2 タイ主要港湾取扱い実績（トンベース） 
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表 2-3 タイ港湾公社の経営戦略（2020 年度） 

 

 

2.4 主要港湾の概要 

2.4.1 バンコク港 

タイの首都バンコク市内にあり、チャオプラヤ川の左岸に位置する河川港。1951 年、日本が提案 

した港湾計画を採用して整備された。アユタヤなどの産業地域と近接している利便性から、アジア

域内航路では依然として重要な役割を担っている。水深は、8.5ｍ～11ｍと浅く、入港できる船型は

喫水 8.2ｍ、船長 172ｍ以下と制限されていることから、1,800TEU型がバンコクマックスとなってい

る。船型の規制があることから、多くのメガキャリアは、外洋に面するレムチャバン港をハブに、

バンコク港までバージなどでフィーダー輸送を行っている。2021 年のコンテナ貨物取扱量は、144

万 TEU。既に、当初計画された処理能力を超える取扱量に達しており、低い荷役効率や港湾周辺での

渋滞が近年課題となっている。一方で、PATは、今後 30年でさらに倍の 290万 TEUまで需要が拡大

すると見込んでいる。そういった背景から、効率的な港湾運営が求められている。 

 

表 2-4 バンコク港コンテナ取扱量推移（TEU） 
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図 2-6 バンコク港コンテナターミナル位置図 

 

2.4.2 バンコク港の整備計画 

PAT は、現在、「スマートポート」と銘打ち、バンコク港の再開発計画を推進している。主な概要 

は、下記図に示す B3 エリアを、従来の在来貨物ターミナルから最新技術を取り入れた半自働化コン

テナターミナルへ再整備し、コンテナ貨物の処理能力の増強を図るとともに、その背後 B2エリアに

CFS などの付帯施設を合わせて整備することで、ターミナル全体を複合的に機能強化すること。加え

て、ゾーン A,Cにおいて、商業施設や居住エリアなど「スマートコミュニティ」を開発しながら、

港湾全体の付加価値を高めるのが狙いとなっている。 

 また、PATは、バンコク港の課題である渋滞緩和策として、新ターミナルの整備に先行して、既存

コンテナターミナルとバンナーアートナロン高速道路（S1）を接続することを計画。トラックのよ

り良い流れを促進し、港湾周辺の交通渋滞を大幅に軽減させ、トラック輸送の無駄を削減する狙い

がある。 

 

図 2-7 バンコク港再開発イメージ図 
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図 2-8 バンコク港再開発 CFS 完成イメージ図   図 2-9 バンコク港再開発高速ランプウェイイメージ図 

 

2.4.3 レムチャバン港 

タイの経済発展に伴い、1951 年に供用が開始されたバンコク港が飽和状態に陥り、また船舶の大 

型化に対応すべく、バンコク港の供用から約 40年後の 1991年、日本の ODAによって整備された。

バンコク港の東約 130 ㎞、国家戦略タイ 4.0政策の中心的なエリア東部経済回廊に位置する。供 

用後は着実に取扱量を増やし、1997 年にバンコク港の取扱量を抜き、2021年のコンテナ取扱量 

は 841万 TEU、世界第 20位までに成長。コンテナ以外にも、バルク船、自動車専用船ターミナルも 

併設されており、完成自動車の輸出台数は、年間 100万台を超える。また、メガターミナルオペレ 

ータであるハチソンが運営する Dバースでは、ガントリークレーンの遠隔操作や構内シャーシの自 

働化など半自働化ターミナルとして稼働している。 

PAT は、タイ 4.0 政策の推進を背景に、更なる貨物需要の拡大を見込んでおり、その需要に対応す 

ることを目的に、バース E,Fを対象とするフェーズ 3にあたるターミナル拡張整備を進めている。 

 

図 2-10 レムチャバン港埠頭位置図 
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表 2-5 レムチャバン港コンテナ取扱量推移（TEU） 

 

 

2.4.4 レムチャバン港のフェーズ 3拡張整備計画 

これまで、旺盛な背後圏の貨物需要に応えるため、3期に渡る港湾整備が計画されている。これ 

までにフェーズ 1（A,Bバース）、フェーズ 2（C,Dバース）が供用済であり、現状約 1,100万 TEUの

取扱いキャパシティを有している。現在、2025年供用開始を目標にフェーズ 3の拡張整備を進めて

いるところである。PATは、「コンテナ取扱量世界 TOP10 位」という野心的な戦略を掲げ、この計画

を推進している。 

主な整備概要は以下のとおりである。 

 コンテナ容量の最適化 

   将来的な貨物需要を見越して、コンテナ取扱キャパシティを現在の 1,100万 TEU➤1,810万 TEU

まで拡大させる。 

 マルチモーダルインフラの拡大 

   現在、港と市街地及び ICD 間の輸送は、トレーラー輸送がメインとなっているが、各インフラ

の整備を進め、鉄道及び内航フィーダー船による輸送比率を上げる。 

 最新技術を活用した自働化ターミナルの導入 

ターミナルの安定的・効率的な荷役を提供するために、最新技術を活用した自働化ターミナル 

を導入し港の処理能力を向上させる。 

  

PAT は、タイ 4.0 政策を反映したこれら計画を複合的に進め、レムチャバン港の機能強化を図り、

ひいては国力の向上へつなげていこうとしている。 
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渋滞の主な要因と解決策 
日本とタイの渋滞対策を比較するにあたり、まず渋滞の主な要因とその解決策について以下の

表に示すロジックツリーに落とし込んで分析することで、各々の課題及び解決策とその効果を体

系化させ、日本とタイの比較へつなげていく。 

渋滞の要因は、様々な事象が複合的に影響しあって生じているが、ここでは、港湾周辺エリア

に限定して、エリア特有の主たる要因とその解決策をもって整理する。 

 

表 3-1 港湾周辺で発生する渋滞の主な要因と解決策 

 

3.1 渋滞の要因とその解決策 

3.1.1 ヤード内における荷役の滞留 

近年、投入船舶の大型化（カスケード現象）により、一回の寄港でより多くのコンテナの荷卸

し・荷揚げが行われることになり、これがターミナルの一日当たりの取扱容量のピークを増大さ

せ、ヤード内に滞留するコンテナ数の増加に伴うヤード内荷役の非効率化の一因となっている。 

 

蔵置容量の不足 

コンテナターミナルを拡張・再編することにより、ターミナルそのものの取扱容量を確保し、

コンテナ貨物処理能力の抜本的な向上を図る。 

荷役能力の不足 

船舶の大型化に対応した高規格ガントリークレーンの設置、ツインスプレッダー仕様の高能率

な荷役機器を投入することで、大型船舶の寄港時においても、一定のコンテナ貨物処理能力を提

供でき、ヤード内の荷役円滑化を図る。 

蔵置の非効率 

ターミナルゲート搬出入の事前予約情報の活用、コンテナ車両の位置情報をリアルタイムで把

握することにより、コンテナの荷繰り等のヤード作業の効率化を図る。 
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3.1.2 ゲート前におけるゲート処理の滞留 

先に記載したヤード内における荷役の滞留が、ゲート前の混雑の一因となっている。また、トレ

ーラーの到着台数が一定の水準（処理能力）を上回ると、ゲート前でトレーラーの待機が発生し、

それ以降に到着するトレーラーにも待機が生じるなど悪循環が生じている。加えて、ゲート処理に

おいて書類不備車両に対する非効率なゲート処理の発生などにより、ゲート処理が滞留している。 

                                        

ゲート処理能力の不足 

ゲートの物理的な数を増強することにより、ゲート処理容量を確保し、処理能力の抜本的な向

上を図る。また、ストックヤードを設けることにより、ターミナルゲートの代替機能として処理

容量を確保する効果が得られる。 

特定時間帯への集中 

  ターミナル搬出入の事前予約機能を活用し、ピーク時間に集中しているトレーラー台数を分

散・平準化することにより、ゲート前における車両の滞留を緩和し、ゲート処理の円滑化を図

る。合わせて、渋滞情報等をリアルタイムで提供することにより、自発的な分散化を促す。 

  また、日本の港湾においては、ゲートオープン時間に制約があるため、政策的にオープン時

間を延長することで、分散化が図られる。 

 

3.1.3 ターミナル外における一般道の滞留 

日本の港湾では、港湾のエリアを大きくフェンス等で区切っておらず、その他のエリアと物理的

に分断されていない。港湾エリア周辺にも関わらず、都市機能用地等が隣接することから、一般車

両とトレーラーとが港湾周辺の道路で輻輳し混雑を引き起こしている。近隣住民及び物流事業者の

双方ともに重大な問題となっている。 

 

一般交通とコンテナ車両の輻輳 

ターミナルの搬出入に係る輸送モードを現状のトレーラーから船舶、鉄道など他の輸送モードに

転換することで、陸上側の輸送負荷や混雑の低減が期待できる。あわせて、ターミナルと周辺道路

とのアクセス道路網を増強することで背後地との結節性が向上され、結果、港の背後圏が拡大する

ことにより、港自体の競争力の強化に寄与できる。 

また、港湾エリアの手前にストックヤードを設けることで、ターミナルのピーク時間をさけた搬

出入を可能とし、ピーク時間の混雑の緩和が図られる。 
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日本の港湾における渋滞対策 

4.1 ハード対策 

ヤード蔵置能力の向上および荷役処理能力の向上に関する取組み（阪神港） 

国際コンテナ戦略港湾政策推進ワーキンググループの中間とりまとめ（令和 3年 4月）におい

て、大型船の着岸や積替の利便性向上に向けたバースの柔軟な利用、近接する岸壁間でのガント

リークレーンの相互利用による荷役効率の向上に資するターミナルの一体利用によって、ターミ

ナルの生産性を向上させる取組を進める方針が示され、戦略港湾において、取扱貨物量の増加や

船舶の大型化に対応するため、コンテナターミナルの拡張整備が進められている。 

  

①神戸港の取組み 

神戸港ポートアイランド第 2期地区のコンテナターミナルにおいては、これまでの戦略港湾

政策の取組みにより、取扱貨物量が増加しており、沖待ちの増加やヤード不足に伴う荷役効率

の低下など、ターミナルの生産性の低下が課題となっている。 

これらに対応するため、PC18 においてはヤード面積を 28haから 34.5ha に、PC13～17におい

てはヤード面積を 79.2haから 89.4haに拡張する整備が現在進められている。 

さらに PC13～17においては、拡張整備にあわせて、ターミナルの生産性向上を目的に、複数

ユーザーがヤード、岸壁の一体利用による効率的な運用を図ることとし、国、港湾管理者、阪

神国際港湾株式会社、ユーザーが一体となってターミナルの再整備を進めているところであ

る。 

 

図 4-1 神戸港ポートアイランド第 2期整備位置図 
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 ②大阪港の取組み 

   大阪港の夢洲地区のコンテナターミナルは、従来から、特定の曜日、時間帯での混雑が発生

しており、加えて、コンテナターミナルの背後において、2025年に大阪・関西万博が開催され

ることが予定されている 

そのため、2025 年大阪・関西万博の開催も見据えて、コンテナターミナルについて、ヤード

面積を 59ha から 74ha に拡張するなどの機能強化や、コンテナターミナルへの接続道路につい

ても橋梁の拡幅や立体交差化などを実施することで、大幅なアクセス改善を目指すこととして

いる。 

 

図 4-2 大阪港夢洲地区整備位置図 

 

ゲート処理能力の向上に関する取組み（大阪港） 

大阪港の夢洲地区のコンテナターミナルにおいては、コンテナターミナルの拡張整備にあわせ

て、ゲートを 9基増設することとしており、ゲート処理能力の向上による、さらなる渋滞対策に

繋げていくこととしている。 

また、コンテナターミナルに近接して、440台分のコンテナ車の待機場を整備しており、コンテ

ナ車の道路への負荷の低減を図っている。 

 

 

図 4-3 大阪港夢洲地区 車両待機場位置図 
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港周辺の道路交通ネットワーク等の整備（神戸港） 

①大阪湾岸道路西伸事業 

神戸港において、「大阪湾岸道路西伸事業」として現在整備が進められている、大阪湾岸道路

西伸部は大阪湾岸道路の一部を構成する道路で、神戸市の臨海部を通る全長 14.5kmのバイパス

事業である。 

阪神臨海地域の交通渋滞の緩和、交通アクセスの向上を図り、企業進出や物流の効率化、阪

神港の機能強化とともに、災害や事故発生時などの緊急時の代替機能確保などを目的に、平成

28 年 3月の事業採択を経て、現在、国直轄事業と阪神高速の有料道路事業の合併施工方式で、

順次工事を進めている。 

整備効果として、移動時間の短縮による行動範囲の拡大や、物流の円滑化が図れ、また神戸

港と背後圏とのアクセス向上による国際競争力の強化が見込まれ、さらに、神戸市街地へのト

ラック流入を抑制することにより交通渋滞の低減効果が期待される。 

また、市街地を通る阪神高速３号神戸線では、魚崎ランプより西側に事故の多い区間が点在

し、事故件数の約 7割で事故処理のために車線規制が行われ、その結果、車線規制により一般

道に交通が集中しています。このように交通事故などで、阪神高速 3号神戸線が通行不能とな

った場合には、代替路としての機能も有している。 

 

 
図 4-4 大阪湾岸道路西伸部計画図 

 

表 4-1 大阪湾岸道路西伸部（延伸）事業概要 
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②神戸港コンテナ車専用通路 

ポートアイランドには、コンテナターミナルの西側に都市機能用地が隣接して存在してお

り、コンテナ専用通路整備前までは、コンテナターミナルを利用する待機車両により、市街地

交通が渋滞するなど周辺道路に影響を与えていた。 

そのため、一般車両とコンテナ車の一般道での混在を極力解消させることで、市街地交通へ

の影響を低減し、円滑で安全な輸送を図るため、港湾管理者である神戸市が、島内南側の一部

外周沿いに、ンテナターミナルまでのコンテナ車専用通路を整備した。 

 

 

図 4-5 神戸港ポートアイランド第 2期コンテナ車専用道路位置図 

 

輸送モード分散化の取組み 

①内航フィーダー輸送航路網の拡大 

日本においても、国策である国際コンテナ戦略港湾政策の取り組みとして、内航フィーダー

船による京浜港、阪神港の東西それぞれの国際コンテナ戦略港湾への「集貨」を強力に推進し

てきた。 

その結果、内航フィーダー航路の寄港便数が阪神港につきましては 8年間で 2割増加、京浜

港につきましては 6年間で 2割増加しました。 

さらに、神戸港おいては、これまで内航フィーダー航路が接続していなかった日本海側の鳥

取県境港、福井県敦賀港への寄港も昨年より開始するなど、さらなる内航フィーダー航路網の

拡充を進めている。 
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図 4-6 国際戦略港湾における「内航フィーダー航路」の寄港数 

 

表 4-2 国際戦略港湾の内航フィーダー貨物の取扱い推移 
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②内航コンテナターミナル 

神戸港においては、鉄鋼・石油化学・紙などの基礎素材型産業や、自動車・造船等の加工組

立型産業など様々な業種の工場が多く位置する四国、中国、九州地方からの内航フィーダーに

よる貨物集貨を強力に推進するため、ポートアイランド第 2期地区と六甲アイランド地区にそ

れぞれ、内航フィーダー船が優先して着岸し、荷役可能な内航コンテナターミナルが整備され

運用されている。 

 

図 4-7 神戸港内航コンテナターミナルの位置 

 

表 4-3 神戸港内航コンテナターミナルの概要 

ターミナル 規  模 

ポートアイランド 

第 2期地区 

PC-17（南） 

面  積 10,800 ㎡ 

岸壁延長 120m 

水  深 －16m 

ガントリークレーン 1基（16列対応） 

六甲アイランド地区 

RS-BC 

面  積 72,544 ㎡ 

岸壁延長 350m 

水  深 －13m 

ガントリークレーン 2基（17列対応） 

 

 

図 4-8 神戸港の内航コンテナ船着岸状況（左奥が内航コンテナターミナル） 
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4.2 ソフト対策 

ピーク時間の平準化・ゲート処理時間の短縮に関する取組み 

日本の各主要港湾において、ターミナルのゲート前混雑の解消、生産性・効率性の高いターミ

ナルの形成に向け、ICTを活用したソフト対策として、以下の表 4-4にあるシステムを導入し活用

している。 

表 4-4 日本の主な港湾で導入する貨物データデジタル化システム比較表 

 

 本報告書では、国土交通省が開発したシステムで、現在、阪神港において導入に向けた取り組

みが進められている阪神港 CONPASについて紹介する。 

 

 新・港湾情報システム「CONPAS（Container Fast Pass）」は、コンテナターミナルのゲート前

混雑の解消やコンテナトレーラーのターミナル滞在時間の短縮を図ることを目的に、国土交通省

が開発したシステムで、横浜港では 2021 年 3月から常時運用を開始している。 

 阪神港においても、国土交通省、阪神国際港湾株式会社、神戸市、大阪市が協力して 2023年度

中での CONPAS本格運用を目指し調整を進めている。 

 阪神港への導入を目指す CONPASの基本的な機能は横浜港で既に導入されている CONPASと同様

であるが、横浜港と阪神港でのユーザーニーズは異なることから、阪神港では 2020年 2月から検

討会を立ち上げて、様々な港湾ユーザーにヒアリングを実施し開発を進めてきた。その結果、阪

神港の CONPASでは専用携帯端末をドライバーが所持し、ターミナルオペレーター、海運貨物取扱

事業者、海上コンテナ輸送事業者の配車係、ドライバーが、必要な情報をリアルタイムで入手、

共有、指示できる仕組みとなっている。 

 

＜阪神港 CONPASの機能＞ 

搬出入予約制度 

・一部のコンテナターミナルでは、特定の時間帯に外来トレーラーの到着が集中すること

により、ゲート前混雑が発生している。この課題を解決するため、ターミナルのゲート

処理能力に応じた予約枠を設定し、海上コンテナ輸送事業者（配車係）が空いている予

約枠の予約を行うことで、特定の時間帯に外来トレーラーの到着が集中することを回避

し、トレーラーの到着の分散・平準化を図る。 
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②貨物情報の事前確認 

・コンテナの搬出可否に係る情報などの貨物情報を提供する機能で、ドライバーは、専用

携帯端末で作業指示、コンテナ搬出可否情報を確認することが可能となり、搬出可とな

る前のコンテナの引き取り車両が削減され、ゲートにおけるトラブルを回避する。また

配車指示において、従来の無線連絡に替えてドライバーの専用携帯端末に配車係の作業

指示が届く仕組みとなっており、効率的な業務の遂行につながる。 

 

③PSカードの活用 

・PS（Port Security）カードは、国が発行する全国共通の ICチップ付き身分証明書であ

り、コンテナターミナルへの人の出入りを確実かつ円滑に管理することを目的とした出

入管理情報システムを利用する際に必要なものである。現在、外来トレーラーがターミ

ナルへ入場する際には、ゲートでドライバーがコンテナ番号を手入力する必要があるこ

とから、誤入力が発生し、ゲート通過に時間を要する場合がある。この課題を解決する

ため、コンテナ情報・ドライバー情報・車両情報を事前に登録しておくことで、ドライ

バーがゲートに到着した際に、PSカードを読み取り機にかざすだけで手続きが完了し、

手入力に費やしていた時間を削減する。 

 

    ④携帯端末による行先表示 

・ドライバーがゲートに到着して PSカードをカードリーダーにかざせば、対象コンテナの

蔵置場所を入手、その場所をドライバーが所持する専用端末携帯端末に送信・表示する

ことで、ペーパーレス化が図られるとともに、ゲート処理時間・通過時間を短縮する。 

 

 

図 4-9 専用携帯端末の表示画面 
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    ⑤車両接近情報の活用 

     ・従来は、輸入コンテナを搬出する際、ターミナルオペレーターはコンテナの搬出順を事

前に把握できないことから、外来トレーラーがコンテナターミナルに到着した後に荷繰

りを開始するため、その間、外来トレーラーは待機する必要が生じ、構内滞在時間が増

加する一因となっている。この課題を解決するため、外来トレーラーの位置情報を把握

し、その情報を基に外来トレーラーがコンテナターミナルに到着する前に荷繰りを行う

ことにより、外来トレーラーの構内滞在時間の短縮を図る。 

 

    ⑥貨物の位置情報の把握及びゲート前混雑情報の配信 

     ・ドライバーが所持する専用携帯端末の GPS機能を活用して、リアルタイムに貨物の位置

情報を集約することで、ターミナルゲート前混雑情報を配信できる。 

 

 

 

図 4-10 CONPASの概要 
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表 4-5 ユーザーにとってのメリット 

ユーザー メリット 

①海上コンテナ 

輸送事業者 

（陸運事業者） 

・PSカードを活用したワンタッチでのゲート入場によるゲート通過時間の短縮 

・情報連携やコンテナ位置情報の明確化を通じた二重入力作業や問合せの削減 

・搬出可否情報や混雑情報を踏まえた、専用携帯端末によるドライバーへの効

率的な作業指示、配車指示 

・書き間違いや言い間違い等による情報伝達ミスの削減、ゲートトラブルの削

減 

・ターミナルオペレーターが行う事前荷繰りによるターミナル滞在時間の短縮 

・ペーパーレス化によるプリンター関連事務費の削減 等 

②海運貨物取扱 

事業者 

・CONPASによる情報連携を通じた二重入力作業や問合せの削減 

・書き間違いや言い間違い等による情報伝達ミスの削減  

・ペーパーレス化によるプリンター関連事務費の削減 等 

③ターミナル 

オペレーター 

・搬出入情報の把握による事前荷繰りや最適な作業体制の構築 

・CONPASによる情報連携を通じた問合せの削減 

・ゲートトラブルの削減 

・ペーパーレス化によるプリンター関連事務費の削減 等 

 

阪神港での CONPAS導入にあたっては、よりユーザーニーズに応じたシステムとなる様に、実際

にシステムを利用する事業者との意見交換を行うとともに、試験運用を実施しながら CONPASの本

格導入に向けた開発を行うこととしている。 

2021年度から 2022年度にかけて、これまで大阪港と神戸港のコンテナターミナルにおいて、輸

入コンテナの搬出を対象に 2回 CONPASの試験運用を実施し、一連の動作の確認やゲート処理効率

化の効果の検証を行った結果、ゲート処理時間について神戸港では約６～８割、大阪港では約 9

割の削減が確認できた。 

更に、2023 年度中に CONPASの本格運用を目指し、2022年 11月には神戸港において輸出コンテ

ナの搬入を対象に試験運用を実施し、大阪港においても順次輸出コンテナの搬入を対象に試験運

用を行うこととしている。 

また、本格運用に向けた利用者の拡大を図るため、昨年度からコンテナターミナルオペレータ

ー及び海運貨物取扱事業者を対象に、CONPAS 導入促進支援として、自社のシステムと CONPASを情

報連携させるための改修費の一部を、港湾運営会社である阪神国際港湾株式会社と港湾管理者で

ある、大阪市・神戸市が補助する支援を実施している。 

引き続き、検討会・試験運用を通して、ユーザーニーズに応じた、より高い効果が得られるシ

ステムの開発を進めるとともに、CONPAS利用者の拡大を図りながら、2023年度中に CONPASの本

格運用を目指し、効率性・生産性の高いコンテナターミナルの形成に向けた取組みを進めていく

こととしている。 
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東京港コンテナターミナル所要時間等見える化システム 

東京港ではコンテナターミナルへの混雑を避けた来場を促進するため、トラック事業者がコン

テナターミナルに入場するまでに要した待機時間等を、トラックに搭載された専用 GPS端末の位

置情報を活用してリアルタイムで公表し、ふ頭周辺の混雑状況を「見える化」する取組みを行っ

ている。 

計測された待機時間は、パソコン及びスマートフォンでいつでも参照することが可能となって

いる。 

 

図 4-11 東京港コンテナターミナル所要時間等見える化システムの概要 

 

 

図 4-12 東京港見える化システムポータルサイト状態情報 
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タイの港湾における渋滞対策 

5.1 タイの港湾におけるコンテナターミナル周辺の交通状況 

バンコク港については、タイの首都であるバンコク市内に位置しているため、道路や鉄道による

アクセスが良好であり、バンコク港からの貨物輸送を効率的・経済的に行うことができる。 

 一方で、バンコク港は河川港であることから、水深が浅いことや、タイの経済発展に伴うバンコ

クの交通渋滞などが深刻な社会問題となったことから、1991 年にバンコク港の代替港としてバンコ

クから南南東 130 ㎞の位置にレムチャバン港を開港した。 

 レムチャバン港については、今回の現地調査による PATやターミナルオペレーターへのヒアリン

グにおいて、レムチャバン港内また周辺の道路や接続する高速道路が片側 4車線以上と十分な車線

数が確保されていることや、バンコクとの間で鉄道やバージ輸送が行われており、陸上交通への負

荷が小さいことなどから、貨物の搬出入のピーク時にはゲート前の混雑が発生するものの、交通渋

滞は常態化しておらず、比較的に道路交通はスムーズに流れているという声が聞かれた。 

 

 

図 5-1 バンコク港訪問時（2022年 10月 5日）のゲート前交通状況 

 

 

図 5-2 レムチャバン港訪問時（2022年 10月 6日）のゲート前交通状況 
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5.2 ハード対策 

ヤード蔵置能力の向上および荷役処理能力の向上に関する取組み（レムチャバン

港） 

 前述でも説明させていただいた様に、タイの経済発展からバンコク港の貨物量の増加や、バ

ンコクの都市化が進んだことによる交通渋滞が深刻化になったことから、バンコクの外港とし

て、取扱貨物容量が年間 430万 TEUのレムチャバン港を 1991 年に開港した。 

 その後、タイの経済成長が著しく、すぐにレムチャバン港の取扱貨物容量が限界となったこ

とから、2003年にフェーズ 2によるレムチャバン港の拡張整備により、取扱貨物容量が年間

680 万 TEUのコンテナターミナルを整備した。 

さらに、フェーズ 2で拡張整備されたコンテナターミナルにおいて、ハチソンが運営する D

バースのコンテナターミナルは、荷役処理能力の向上を目的に半自動化ターミナルとして運営

されている。 

  また、2025年に供用開始を目指して整備が進められているフェーズ 3拡張整備においては、

レムチャバン港の効率性・生産性の向上、また更なる船舶の大型化に対応するため、取扱貨物

容量が年間 700万 TEU、水深-18.5ｍの岸壁を備えたコンテナターミナルを整備することとして

おり、さらに自動化または半自動化ターミナルとして運営予定となっている。 

 

図 5-3 レムチャバン港コンテナターミナルの概要（フェーズ別） 

 

図 5-4 レムチャバン港 Dバース 
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ゲート処理能力の向上に関する取組み（レムチャバン港） 

PAT はレムチャバン港のゲート処理能力を向上させるため、現在 4基あるゲートの増設を計画

している。 

また、レムチャバン港に入場するためのゲート手続きに待機するコンテナ車の車列が、港周

辺の道路に与える影響を少なくするために、ゲート周辺の空いたスペースを利用してコンテナ

車の待機場や休憩施設を整備している。 

 

図 5-5 レムチャバン港メインゲート周辺 

 

図 5-6 レムチャバン港メインゲート 
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港周辺の道路交通ネットワークの整備（バンコク港） 

  バンコク市内は交通渋滞が慢性化していることから、バンコク港を利用するトラックによる

市内の一般道に対する交通の負荷が低減されることで交通渋滞の緩和を図るため、PATはタイ高

速道路公社(EXAT)と協力して、バンコク港と S1高速道路を直接接続させるランプの整備を計画

している。 

＜整備内容＞ 

・概  要：バンコク港のターミナルから高速道路（S1）に接続する全長 2.25㎞の接続ラ

ンプ（高速道路） 

・整備主体：タイ高速道路公社（EXAT） 

・建 設 費：27 億 3,600万バーツ【約 109億 4,400 万円（1バーツ=4円換算）】 

・スケジュール：工  期 2023 年 10月～2025年 9月 

         供用開始 2025 年 10月（予定） 

 

図 5-7 バンコク港周辺の高速道路網 

 

図 5-8 バンコク港高速道路 S1への接続イメージ 
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輸送モード分散化の取組み 

①タイにおける貨物の輸送モードの現状 

タイへのコンテナ輸出入貨物（国際貨物）については、重量ベースで 90％が船舶で運ばれて

おり、また、隣国との間のトラックによる越境輸送によるものが約 10％を占めている。 

一方、国内貨物については、重量ベースでトラックによる輸送が 80％と 1番多く、続いて船

舶による輸送が 19％を占めている。 

国内貨物の輸送について、環境対策や渋滞対策の観点から、PATやタイ国鉄（SRT）によっ

て、トラック輸送から内航フィーダーによる海上輸送や鉄道輸送への転換の取り組みが進めら

れている。 

 

図 5-9 母船及びフィーダー船の寄港イメージ 

 

表 5-1 タイの内外貿貨物の輸送モード内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

②バンコク港の取組み 

  バンコク港においては、河川港であることから大型船が入港できないこともあり、レムチャ

バン港で積み卸した貨物を中型・小型船やバージによりフィーダー輸送されている。 

さらに、港には内航フィーダー専用のコンテナターミナルが整備されており、内航フィーダ

ーによる海上輸送の強化が進められている。 

またバンコク港内にはタイ国鉄の鉄道貨物積替施設が整備され、鉄道による輸送も行われる

など、輸送モードの分散化が PAT やタイ国鉄によって進められている。 
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図 5-10 バンコク港内航フィーダー船用コンテナターミナル 

 

③レムチャバン港の取組み 

レムチャバン港においてもバンコク港同様に、年間 200万 TEUのコンテナ貨物取扱い可能な

内航フィーダー専用コンテナターミナルが整備されている。 

また、フェーズ 1とフェーズ 2の間に鉄道積替施設が整備されており、港から直接、1日 30

本運行されているタイ国鉄の鉄道貨物への積替えが可能となっている。 

しかし、レムチャバン港の鉄道積替施設の取扱能力が低いため、トラック輸送から鉄道輸送

への転換が進まないことから、今後タイ国鉄による RMGや RTGなどの荷役機械の増強が計画さ

れており、現在の取扱量の年間 40万 TEUから年間 100万 TEUの取扱量の増加を目指すこととし

ている。 

  さらにフェーズ 3においても、鉄道貨物の線路を延長して敷設する計画となっており、将来

計画では、内航フィーダーによる海上輸送、トラック輸送、鉄道輸送の割合を各 3割ずつにす

ることを目標に輸送モードの分散化の取組みが進められている。 

 

図 5-11 レムチャバン港整備計画イメージ 
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表 5-2 レムチャバン港取扱貨物の輸送モード内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 ソフト対策 

ピーク時間の平準化・ゲート処理時間の短縮に関する取組み（レムチャバン港） 

PAT は、昨今のコンテナ船のスケジュール遅延に伴う、レムチャバン港の混雑と周辺道路の交通

渋滞問題を解決するため、ゲート手続きの予約システムである、トラックキューシステム（Track 

Queue）の運用を 2022年 10月１日から開始している。 

 トラックキューシステムは、トラック事業者がシステムに登録し、ゲート手続きの予約を行う

もので、トラックが特定時間帯へゲートに集中することを回避し、トラックの到着の分散・平準

化が期待される。 

また、PATはトラックキューシステムの導入とあわせて、希望するトラック事業者に予約時間外

に到着したトラックの待機場として、PATが所有する空き地の貸し出しを行っている。 

 

 
図 5-12 トラックキューシステム イメージ図 
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図 5-13 トラックキューシステム 登録フロー図 
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図 5-14 トラックキューシステム 予約フロー図 

 

 



  

40 

 

図 5-15 トラックキューシステム ステータスイメージ図 
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考察 

6.1 日本とタイの渋滞に対する取組の比較 

前章で調査した日本とタイ両国の港湾周辺での渋滞に対する具体的な取組について、国ごとの

特徴を整理し国際比較を行う。 

日本の港湾では用地に余剰がある港湾は少なく、タイの港湾の様なインフラ整備主体での渋滞

対策には限界がある。そういった状況から、インフラ対策とソフト対策の両面で複合的に渋滞対

策に取り組む港湾が多く見られる。近年、強化されているポイントは、効率性や生産性の向上に

よる混雑の緩和である。 

ゲート前、ヤード内等混雑が発生しやすいポイントごとに、要因分析を行い効果的な対策を講

じている。それらの対策を複合的に行うことによって、港湾周辺の渋滞を緩和している。その代

表的なものが、現在、国土交通省が主導して阪神港など国内主要港で取り組む「CONPAS」であ

る。現時点で、本格運用を行っているのは横浜港だけであるが、近い将来、主要港湾全てにおい

て本格運用が開始される予定である。今後、本格運用によって各種データが蓄積され、さらに発

展したシステムが構築されることも期待できる。このように、日本の港湾では、渋滞が重要課題

の一つとして位置付けられ、港湾管理者を中心にハード、ソフト両面での各種対策に取り組んで

おり、優先度の高さを改めて認識できた。 

タイの港湾では、タイ政府が掲げる「20か年国家戦略」に基づくタイ 4.0政策の推進を背景

に、バンコク港での埠頭再開発事業、レムチャバン港での第３フェーズ拡張整備事業など将来的

な大幅な貨物需要を見越したインフラ整備が主な戦略として進められている。そういった状況か

ら港湾周辺での渋滞に対する取組の優先度は現時点では低いものとなっている。渋滞緩和を主た

る目的とした具体的な施策として、ターミナルゲートにおけるトラックトレーラーの特定時間帯

への集中を分散化させるためのターミナルゲート事前予約システム「トラックキューシステム」

が確認できた。しかし、現時点ではターミナルでの運用は開始されておらず、また現地調査では

民間事業者の認知度が低いなど、本格運用までに時間を要するものと思われる。タイ港湾公社の

思惑と民間事業者の認識の間には大きなギャップがあった。 

一方で、タイ港湾では、最新技術を活用した半自働化ターミナルの整備が進んでいる。一部 D

バースでは、ハチソンポートにて、ガントリークレーンの遠隔操作や構内シャーシの自働化など

本格運用が開始されている。自働化ターミナルの導入により、安定的かつ効率的な荷役サービス

が提供できており、ターミナルの処理能力の不足による渋滞の緩和にも大きく寄与できている。

また、ラッカバン ICD を活用することで、レムチャバン港での集貨・通関が分散され混雑の緩和

が図られている。 

また、PATの珍しい渋滞対策事例では、渋滞により待機するドライバーに向けた、カフェやトイ

レ、コンビニ等の休息エリア用の用地を港湾エリア内に整備したうえで、民間事業者に貸し付

け、更なる賃料収入を得ようする計画が確認できた。日本の港湾では、発想しえない取り組みで

ある。 

タイ港湾における渋滞に対する取組の特徴として、インフラ整備の結果、副産物的に渋滞緩和

にも寄与できるというものがほとんどで、渋滞対策そのものの優先度が低いことがうかがえた。 

以上のことから、タイの国及び港湾規模の成長意欲は強く感じるものの、渋滞対策に関して

は、日本の取り組みが意識、具体施策共に先行しており、タイの効率性、生産性に対する意識の

低さを感じる結果となった。 
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表 6-1 国別要因別対策比較表 
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6.2 国際比較から見えてくる日本・タイの今後の課題（まとめ） 

これまで、日本とタイ両国の港湾における渋滞対策について、具体的な取組事例や国際比較を

行ってきたが、最後に、日本とタイの今後の課題についてまとめていく。 

タイでは、政府が掲げる成長目標を達成すべく国家戦略タイ 4.0政策に基づいてインフラ整備

等を推し進めている。そして国力向上に寄与する貿易の拠点となるタイの主要港湾であるレムチ

ャバン港もその重点投資対象のひとつとなっている。経済の発展には、インフラの発展が不可欠

であり、タイは今まさにその渦中にある。 

また、タイは東南アジア半島において地政学的にも優位な場所に位置しており、東西、南北、

南部経済回廊全てのルートがタイを経由しており、陸上輸送等を利用してベトナム、カンボジア

そしてミャンマー等からの越境貨物の取り込みも見込まれ、将来的に取扱貨物量の更なる増加が

期待できる。そういった背景から、タイ港湾公社は、将来的な貨物需要に対応できる港湾のイン

フラ整備に偏重した港湾政策を進めている。発展途上国によく見受けられる政策の推進力、実行

力は強く、タイも同様にスピード感を持ってインフラ整備は成し遂げると思われる。 

一方で、タイが掲げる成長目標を一定達成し、脱発展途上国となるタイミングにおいては、「量

から質へ」タイの国民の価値観やビジネスにおいて求められる価値が変化していくことが予想さ

れる。その時初めて、日本の港湾が現在抱える課題（生産性、効率、環境対策等）に直面するこ

とになるだろう。そして、現在のインフラ偏重の港湾政策のつけがまわり、一から対策を検討す

る事態が想定される。 

そういった事態を回避するために、現時点から、各国の対策実績を参考とし、将来を見越した

ハード、ソフト両面で、将来的にタイ港湾で発生しうる混雑要因に合った未然の対策を講じてお

くべきである。 

次に、日本の港湾においては、現時点では、ハードとソフトのハイブリッドな対策に取り組む

など先行した取り組みがなされており、改めて成熟した港湾の取り組み手法であると感じる。 

一方で、第２班の「ICD」の報告書でも述べられているが、ICDを活用したラウンドユースを促

進することで、空コンテナの引き取り・返却に係る港湾地区に出入りするトラックの数量を削減

でき、環境負荷の軽減だけでなく、港湾周辺地区の渋滞緩和にも寄与できる。今後、CO2排出削減

や働き方改革の取組が進捗していく中で、港湾周辺の渋滞対策にも資する ICDの活用が求められ

ていくと思われる。 

加えて、世界の海上物流からみた日本の港湾は、既に後進国に入っており、今後爆発的な貨物

増加を見込める要素もないだろう。相対的な地位の低下が懸念される日本の港湾が世界で存在感

を示すために、何をなすべきだろうか。それは、今回、国際比較することで見えてきた「日本ら

しさ」ではないか。例えば、「CONPAS」などはまさに将来日本の強みとなるかもしれない。関係者

の合意形成の取り方から、運用までに幾度も実験を積み重ね、洗練されたレベルまで押し上げた

うえで本格運用に切り替えるなど、海外港湾ではやりえない日本的な手法が、長期的に見れば、

無駄がなく効率的であったとの評価になるのではないかと思っている。 

このような日本らしいシステムや手法を、東南アジアなどの発展途上の海外港湾へ展開し、そ

の国の課題解決に寄与することで、日本の港湾の存在感を示していけるのではないだろうか。 

そして、港湾運営会社等が国、港湾管理者そして民間事業者間の調整をはかり、主導する役割

を担っていくべきであるとも考える。 
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